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令和４年度 第１回 柏原市公民館運営審議会議事録 

 

日時 令和４年７月２９日（金）午前１０時～午前１１時３０分 

 

場所 柏原市立公民館 ３階 展示室 

 

出席者 公民館運営審議会委員（委員名は50音順 敬称略） 

 

梅原 壽恵・小野 恭靖・北井 厚子・小森 美智代・坂下 朋子・杉野 雅仁 

・辻野 由紀子 

 

事務局 

新子 寿一（教育長）・福島潔（教育部長）・寺川 款（教育部次長・公民館長） 

・笠原 秀保（公民館参事）・酒井享三（公民館職員） 

 

案件 

（１）令和３年度事業報告及び令和４年度事業計画について 

①貸館について 

②公民館講座開催について 

③第３３回柏原市民文化祭について 

 

（２）その他 

                

開会の辞 

 

委員及び職員の紹介 

 

司会者  次長兼館長 寺川 款 

  おはようございます。定刻となりましたので令和４年度第１回柏原市公民館運営

審議会をはじめさせていただきます。本日はお忙しいところ、ご出席を賜わりまし

て、誠に有難うございます。 

  私、この４月に公民館長を拝命しました寺川と申します。本日の司会進行を務め

させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 

司会者 まず初めに、新子教育長よりご挨拶を頂戴いたします。 
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《 新子教育長 挨拶 》 

 

司会者 続きまして、柏原市公民館運営審議会会長の杉野様よりご挨拶を頂戴いたし

ます。 

 

《 杉野会長 挨拶 》 

 

司会者 それでは、今回、初めてご出席されます委員もおられますので、委員皆様並
びに教育長・教育部長・公民館の職員の紹介をさせて頂きます。 

                  

《 委員並びに教育長・職員の紹介 》 

 

司会者 なお、新子教育長・福島教育部長におかれましては、この後公務がございま

すため、退席されますので、よろしくお願い申し上げます。 

次に、本日の会議の成立ですが、公民館審議会条例第５条第２項の定めにより、

委員総数の１/２以上の出席が成立条件となっております。 

  本日の出席者数は、委員１１名中７名出席して頂いておりますので、本会議は成

立することを報告致します。 

 

司会者  それではこれより議事に移りたいと思いますが、柏原市公民館運営審議会

条例第５条第１項の規定により、「会長が議長となる」となっておりますので、杉

野会長に議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

  また、本日の会議につきましては、「まちづくり基本条例」によりまして、会議

の公開、また議事録を作成し、公表することになっておりますので、本日の会議の

録音をさせていただきます。 

  それでは杉野会長、よろしくお願い致します。 

 

議長 それでは、議事を進行させていただきます。 

  案件の（１）令和３年度事業報告、及び令和４年度事業計画について①貸館につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 私から、案件（１）「令和 3 年度事業報告」「令和４年度事業計画について」

の①「貸館について」をご説明申し上げます。 

  資料の１ページ「公民館貸館状況表（令和２年度 令和３年度の対比）」をご覧

ください。なお、使用料の額につきましては、資料の２ページに記載しております。 

それでは、貸館状況をご説明いたします。 

この表は、本館、国分分館、堅下分館の令和２年度、令和３年度の３月末現在の延

べ利用件数、延べ利用人数、使用料額とその増減について、記載しております。 
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まず本館ですが、８室ございます。２階から順にご説明申し上げます。 

初めに多目的室ですが、令和２年度は、１３１件、１,０７１人、使料額は 

６０,０００円、令和３年度は、１５６件、１,３３３人、使用料額は 

７５,０５０円、増減といたしましては、２５件、２６２人の増、使用料額は 

１５,０５０円の増。 

次に講座室ですが、令和２年度は、１９４件、１,７７８人、使用料額は 

９８,４００円、令和３年度は、２２２件、１,７２２人、使用料額は 

１０４,１００円、増減といたしましては、２８件の増、５６人の減、使用料額は

５,７００円の増。 

次に実習室ですが、令和２年度は、２１７件、２,６３２人、使用料額は 

１０４,４００円、令和３年度は、２２３件、２,４２９人、使用料額は 

９５,５５０円、増減といたしましては、６件の増、２０３人の減、使用料額は 

８,８５０円の減。 

次に調理室ですが、令和２年度は、４７件、３７７人、使用料額は 

２６,３００円、令和３年度は、６２件、６１３人、使用料額は３４,９５０円、 

増減といたしましては、１５件、２３６人の増、使用料額は８,６５０円の増。 

次に和室ですが、令和２年度は、５０件、５６６人、使用料額は１７,７００円、

令和３年度は、４２件、５９０人、使用料額は１９,５００円、増減といたしまし

ては、８件の減、２４人の増、使用料額は１,８００円の増。 

次に３階をご説明申し上げます。 

初めに展示室ですが、令和２年度は、９４件、９５３人、使用料額は５０,４５０

円、令和３年度は、１２８件、１,４０８人、使用料額は５７,５５０円、増減とい

たしましては、 ３４件、４５５人の増、使用料額は７,１００円の増。 

次に会議室ですが、令和２年度は、１４件、１１０人、使用料額は４,６５０円、

令和３年度は、５３件、４１５人、使用料額は２７,８５０円、増減といたしまし

ては、 ３９件、３０５人の増、使用料額は２３,２００円の増。 

最後に講堂ですが、令和２年度は、５５件、１,１８９人、使用料額は 

５９,８００円、令和３年度は、１０１件、１,８５７人、使用料額は 

１１３,９５０円、増減といたしましては、４６件、６６８人の増、使用料額は 

５４,１５０円の増。 

  小計といたしまして、令和２年度は、８０２件、８,６７６人、使用料額は 

４２１,７００円、令和３年度は、９８７件、１０,３６７人、使用料額は 

５２８,５００円、増減といたしましては、１８５件、１,６９１人の増、使用料額

は１０６,８００円の増となっております 

それでは、各室の増減についてご説明いたします。 

講座室と実習室の人数が減少しておりますが、これはこの２室で主に活動されてい

た、会員数が約４０名いらっしゃったパッチワークのクラブが令和２年度をもって

活動を休止されたことやこの２部屋をよく利用されている絵画クラブの会員数の

減少が要因であると考えております。また、和室の件数の減少については、新型コ
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ロナウイルス感染症対策のため、茶道のクラブが軒並み活動を自粛されたことが原

因だと考えております。その他のお部屋は件数、人数ともに増加しておりますが、

こちらは新型コロナウイルス感染症対策のため、活動を自主的に自粛されていたク

ラブの活動が令和３年度になって、徐々に再開されてきたことが要因であると考え

ております。 

次に国分分館ですが、５室ございます。２階から順にご説明申し上げます。 

初めに中会議室ですが、令和２年度は、１８２件、１,５０５人、使用料額は 

１０８,５００円、令和３年度は、１７８件、１,４２９人、使用料額は 

１０９,５００円、増減といたしましては、４件、７６人の減、使用料額は 

１,０００円の増。 

次に小会議室ですが、令和２年度は、２５９件、１,３６３人、使用料額は  

９３,６００円、令和３年度は、２２７件、１,２１３人、使用料額は 

７６,２００円、増減といたしましては、 ３２件、１５０人の減、使用料額は 

１７,４００円の減。 

次に和室ですが、令和 2年度は、５３件、２４８人、使用料額は１１,７００円、

令和 3年度は、７０件、３２６人、使用料額は １４,９００円、増減といたしまし

ては、１７件、７８人の増、使用料額は３,２００円の増。 

次に調理室ですが、令和２年度は、４件、３４人、使用料額は１,４５０円、 

令和３年度は、６件、 ３１人、使用料額は３,３００円、増減といたしましては、

２件の増、３人の減、使用料額は１,８５０円の増。 

最後に３階の大会議室ですが、令和２年度は、１２３件、１,５７８人、使用料

額は７６,５５０円、令和３年度は、６４件、２,０６１人、使用料額は 

９２,７５０円、増減といたしましては、４１件、４８３人の増、使用料額は 

１６,２００円の増。 

小計といたしまして、令和２年度は、６２１件、４,７２８人、使用料額は 

２９１,８００円、令和３年度は、６４５件、５,０６０人、使用料額は 

２９６,６５０円、増減といたしましては、２４件、３３２人の増、使用料額は 

４,８５０円の増となっております。 

では、増減についてご説明申し上げます。 

件数、人数ともに減少している部屋は、２階中会議室と小会議室でございますが、

こちらはソーシャルディスタンスを確保するため、より大きなお部屋の方に移って

行かれたので、3階大会議室の利用が増加したものと考えております。 

最後に堅下分館ですが、８室ございます。１階から順にご説明申し上げます。 

初めにＩＴ教室ですが、令和２年度は、９５件、１,０６０人、使用料額は 

３９,１５０円、令和３年度は、１１１件、１,１９９人、使用料額は 

３６,２００円、増減といたしましては、１６件、１３９人の増、使用料額は 

２,９５０円の減。 

次に学習室ですが、令和２年度は、１１１件、６９９人、使用料額は 

３５,９００円、令和３年度は、９３件、５４４人、使用料額は３０,９００円、 
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増減といたしましては、１８件、１５５人の減、使用料額は５,０００円の減。 

次に会議室ですが、令和２年度は、６１件、２９１人、使用料額は 

１４,２００円、令和３年度は、６０件、２６３人、使用料額は１４,４００円、 

増減といたしましては、１件、２８人の減、使用料額は２００円の増。 

次に２階をご説明申し上げます。 

初めに会議室ですが、令和２年度は、８８件、９９１人、使用料額は 

１０２,９００円、令和３年度は、１１０件、１,１６３人、使用料額は 

１１９,１５０円、増減といたしましては、２２件、１７２人の増、使用料額は 

１６,２５０円の増。 

次に和室ですが、令和２年度は、１１件、５３人、使用料額は３,３００円、 

令和３年度は、６件、31人、使用料額は１,８００円、増減といたしましては、 

５件、２２人の減、使用料額は１,５００円の減。 

次に小会議室ですが、令和２年度は、８３件、３６５人、使用料額は 

１８,２００円、令和３年度は、８８件、３８７人、使用料額は２１,４００円、 

増減といたしましては、５件、２２人の増、使用料額は３,２００円の増。 

次に３階をご説明申し上げます。 

なお、３階部分は、青少年センターでございまして、社会教育課が管轄しており

ます。 

初めに学習室ですが、令和２年度は、１１６件、８７６人、使用料額は 

５７,０００円、令和３年度は、１１５件、７８０人、使用料額は５７,２５０円、

増減といたしましては、１件、９６人の減、使用料額は２５０円の増。 

最後に多目的ホールですが、令和２年度は、３０８件、３,９１３人、使用料額

は１６９,４００円、令和３年度は、４１９件、４,３９０人、使用料額は 

２３８,２５０円、増減といたしましては、111件、４７７人の増、使用料額は 

６８,８５０円の増。 

小計といたしまして、令和２年度は、８７３件、８,２４８人、使用料額は 

４４０,０５０円、令和３年度は、１,００２件、８,７５７人、使用料額は 

５１９,３５０円、増減といたしましては、１２９件、５０９人の増、使用料額は

７９,３００円の増となっております。 

では、増減についてご説明申し上げます。 

件数と人数が減少している 1 階学習室と会議室ですが、こちらはソーシャルディ

スタンスを確保するために、より広いお部屋であります 1 階 IT 教室へ変更されて

いると考えております。また、２階和室、３階学習室も同様の理由で、それぞれよ

り広い２階小会議室や会議室へ変更されているものと考えております。 

以上３館全体で令和２年度は、２,２９６件、２１,６５２人、使用料額は１１５

万３,５５０円、令和３年度は、 

２,６３４件、２４,１８４人、使用料額は１３４万４,５００円でした。令和２

年度と比較して、増減といたしましては、３３８件、２,５３２人の増、使用料額

は１９０,９５０円の増でした。 
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以上、「貸館について」ご説明させていただきました。 

今後も、利用者により安全に、より快適にご利用いただけるように、新型コロナ

ウイルス感染症対策と公民館施設の改善に一層努めて参りますので、委員の皆様に

は、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

議長 それでは、ただいま説明がありました貸館について、質問があればお願い致し

ます。 

 

委員 今の説明ですと５０円という額がありますが資料の使用料には５０円という

単位はなく、１００円単位ですがこれってなぜですか？ 

 

事務局 加盟されている団体によりましては、半額減免等の措置がございますので 

１００円単位の半額５０円という端数が出てまいります。以上でございます。 

 

委員 半額減免が適用されるためですね。分かりました。 

 

委員 堅下合同会館について結果報告には関係ないことですが、青少年センターの利

用区分、ここだけが朝、昼、夜の３区分ではなく５つに分かれています。朝は９時

から１１時半、１１時半から１時半、１時半から４時、４時から６時半、６時半か

ら９時、このように設定されています。休憩時間がありません。私たちが９時から

レッスンして１１時半の１０分前から次の人が来られるのです。またレッスンが終

わった１１時半からどなたも利用していない空白が多いことも有り、３区分にして

いただきたいと切に希望いたします。午前、午後、夜の３区分にしていただきたい

と言う提案でございます。 

 

事務局 今、頂いたご意見、使用状況など確認いたしまして変更可能かどうか社会教

育課と連携を取りながら検討してまいりたいと思いますので、今ここで出来ますと

ご返事は難しいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員 令和２年度と３年度、その前の令和元年度と比べるとどのくらい戻ってきてい

るのかと思いまして、毎年ここで前年度と２年の比較を出していただいていますが、

今回コロナという異常な事態で、その前はどうだったのか、それとどのくらい戻っ

てきているのか気になりました。 

 

事務局 戻りといたしましては、まだコロナ前と比べてやはり戻りきってはいません。

令和２年度、令和３年度共にコロナ前の数字に比べまして１,０００件以上少なく

なっております。 

 

委員 これだけの説明を聞いていると、３年度が全部増となっているので戻ったのか
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と思いましたが、令和元年度はどうだったのだろう、どのくらいの違いがあるのか

と思いました。回答ありがとうございました。 

 

議長 続きまして、②公民館講座開催について、事務局より説明をお願いします。 

             

事務局 私からは、公民館開催講座についてご説明させいただきます。資料の３ペー

ジをご覧ください。 

令和３年度公民館春期・秋期講座につきましては、柏原市文化連盟に運営を委託

しまして、各講座の講師をお願いいたしました。 

はじめに、春期講座でございますが、令和３年４月より受講生を募集しまして、

６月から９月までの４ヵ月間で毎月３回程度開催する全１２回の講座でございま

した。 

なお、各講座につきましては、申込者数が原則として１０名以上で開催すること

になっております。 

１番の「初歩から陶芸を学ぼう」は定員２０名、受講者は１３名で、柏陶会の 

松田智一先生を講師に、６月２４日から１０月７日の間の木曜日、１８：３０から

２１：００まで時間帯で全１２回開催いたしました。 

２番の「フラダンス入門」は、定員２０名、受講者は５名で、ナニフラリマ・フ

ラダンスの内藤美栄子先生を講師に、７月１３日から１０月１２日までの間の火曜

日、１３：３０から１４：４５までの時間帯で全１２回開催いたしました。 

３番「はじめての籐工芸」は、定員２０名、受講生は７名で、籐の会の中西昌子 

先生を講師に、６月２９日から１０月１２日までの間の火曜日、１３：３０から 

１５：３０まで時間帯で全１２回開催いたしました。 

続きまして、秋期講座についてご説明をさせていただきます。 

こちらは令和３年９月に受講生を募集しまして、１１月から本年２月までの４ヵ

月間で毎月３回程度開催し、春期講座と同じく全１２回の講座でございました。 

１番の「初歩から学ぶデジタルカメラ」は、定員１５名で柏写会の豊田敏夫先生

を講師に、１１月５日から本年２月２５日までの間、金曜日開催分は１９：００か

ら２０：４５まで、日曜日開催分は１３：００から１５：００までの時間帯で、全

１２回の開催を予定しておりましたが、受講申込者が少数であったため講師と協議

し中止といたしました。 

２番の「はじめての俳句」は、定員１５名、受講生は５名で、青ぶどう俳句会の

藤本公子先生を講師に、１１月１０日から本年２月 ２３日までの間の水曜日、９：

３０から１２：００までの時間帯で全１２回開催いたしました。 

３番の「はじめて学ぶ油絵、水彩画」は、定員２０名、受講者は２０名で、オイ

ルポットの小西勝先生を講師に、１１月７日から本年２月２０日までの間の日曜日、

１０：００から１２：００までの時間帯で全１２回開催いたしました。 

続きまして、②公民館教養・基礎講座でございますが、まずは、教養講座からご

説明致します。 
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教養講座は、大阪教育大学などの大学の先生を講師にお迎えし、歴史や文化など

について、わかりやすく教えていただく全５回の講座でございます。 

１番の「シルクロードと日本古代文化を語る」は、定員３０名、受講者は１６名

で、講師は、大阪教育大学名誉教授 山田勝久先生にお願いし、６月２２日から８

月２４日までの間の火曜日、１０：３０から１２：００までの時間帯で全５回開催

いたしました。 

２番の「説話文学の世界」は、定員１５名、受講者は１２名で、講師は大阪教育

大学教授の小野恭靖先生にお願いし、６月３０日から８月４日までの間の水曜日、

１０：００から１１：３０までの時間帯で全５回開催いたしました。 

３番の「柏原市域の中世＝柏原市史を読み解く」は、定員３０名、受講者は 

１６名、講師は近畿大学准教授の新谷和之先生にお願いし、８月２０日から９月 

２４日までの間の金曜日、１０：００から１１：３０までの時間帯で全５回開催い

たしました。 

４番の「『源氏物語』の構成のおもしろさ」は、定員３０名、受講者は１４名、

講師は大阪教育大学非常勤講師の藪葉子先生にお願いし、本年２月９日から３月 

１６日までの間の水曜日、１３：００から１４：３０までの時間帯で全５回開催

いたしました。 

次に、４ページ目をご覧ください。外国語講座ですが、全１０回の講座でござい

ます。 

１番の「初歩から英会話を楽しもう」は、定員２０名、受講者は１３名、講師は

大阪教育大学特任講師プール・ジャスティン先生にお願いし、６月２５日から９月

２４日までの間の金曜日、１５：３０から１７：００までの時間帯で全１０回開催

いたしました。 

２番の「初歩からドイツ語を楽しもう」は、定員１５名、受講者は８名、講師は

大阪教育大学教授赤木登代先生にお願いし、１１月５日から本年１月２１日までの

間の金曜日、１８：３０から２０：３０までの時間で全１０回開催いたしました。 

  同じ４ページにございます教養・基礎講座でございますが、これらは全４回から

全１０回までの間の短期講座となっており、趣味や実用的な内容を学ぶ講座でござ

います。 

１番の「生け花入門（小笠流）」は、定員１５名、受講者は４名、講師は間宮豊

央先生にお願いし、６月２１日から１０月１１日までの間の月曜日、１３：００か

ら１４：３０までの時間で全１０回開催いたしました。 

２番の「初歩からお菓子作り楽しもう」は、定員１２名、受講者は１０名、講師 

は 井藤由紀子 先生にお願いし、１１月９日から本年２月８日までの間の火曜

日、１０：００から１２：００までの時間帯で全１０回開催いたしました。 

３番の「脳が喜ぶ楽しい粘土♪♪」は、定員１５名、受講者は７名、講師は 向

山恭子先生にお願いし、１１月４日から本年３月１７日までの間の木曜日、１３：

００から１５：００までの時間帯で４回開催いたしました。 

４番の「絵画講座 肖像画・似顔絵を描こう！！」は、定員１５名、受講者は１
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４名、講師は、森澤真陽先生にお願いし、１１月８日から本年１月３１日までの間

の月曜日、１３：３０から１５：３０までの時間帯で全６回開催いたしました。 

５番の「手先に優しいぬり絵」は、定員１５名、受講者は１２名で、講師は杉井

江里亜先生にお願いし、１０月５日から本年３月１日までの間の火曜日、 

１３：３０から１５：３０までの時間帯で全６回開催いたしました。 

６番から１１番までは、開催場所が堅下合同会館で、定員は各１２名、講師は山

本広幸先生にお願いしました。 

６番の「はじめてのワード」は、定員１２名、受講者は８名で、１１月１０日の

水曜日から１１月１３日の土曜日までの連続４日間、９：３０から１２：３０まで

の時間帯で全４回開催いたしました。 

７番の「はじめてのエクセル」は、定員１２名、受講者は６名で、１１月１０日

の水曜日から１１月１３日の土曜日までの連続４日間、１３：３０から１６：３０

までの時間帯で全４回開催いたしました。 

  ８番の「ワード中級」は、定員１２名、受講者は１１名で、１２月８日の水曜日

から１２月１１日の土曜日までの連続４日間、９：３０から１２：３０までの時間

帯で全４回開催いたしました。 

９番の「エクセル中級」は、定員１２名、受講者は６名で、１２月８日の水曜日

から１２月１１日の土曜日までの連続４日間、１３：３０から１６：３０までの時

間帯で全４回開催いたしました。 

１０番の「スマートフォン入門」phone でございますが、定員１２名、受講者は

６名で、本年２月２日の水曜日から２月５日の土曜日までの連続４日間、９：３０

から１２：３０までの時間帯で全４回開催いたしました。 

１１番の「スマートフォン入門」android でございますが、定員１２名、受講者

は１１名で、２月２日の水曜日から２月５日の土曜日までの連続４日間、１３：３

０から１６：３０までの時間帯で全４回開催いたしました。 

以上が令和３年度公民館講座の開催実績でございます。 

続きまして令和４年度の公民館講座につきまして開催中の講座、開催予定の講座

をご説明させていただきます。 

資料の５ページをご覧ください。初めに令和３年まで講座の区分を開催時期によ

り「春期講座」・「秋季講座」と呼んでおりましたが、例えば、秋期講座の中で夏に

開催される講座があることから、令和４年度から春期講座を前期講座に、秋期講座

を後期講座と名称変更しております。 

それでは、①公民館（前期・後期）講座につきましては、令和３年度と同様、柏

原市文化連盟に運営を委託し、各講座の講師をお願いしております。 

それでは、前期講座でございますが、令和４年４月より受講生の募集を開始しま

して、６月から９月までの間の４ヵ月間で毎月３回程度開講する全１２回の講座で

ございます。 

１番の「初歩から囲碁を楽しもう」は、定員１５名、受講者は６名で、講師は、

柏原市囲碁講座クラブの前川照雄先生にお願いし、６月１１日から９月１０日まで



10 
 

の間の土曜日、１３：３０から１６：３０までの時間帯の全１２回の講座で、現在

開催中でございます。 

２番の「楽しいデジタルカメラ入門」は、定員１５名で、講師は、柏写会の豊田

敏夫先生にお願いし、６月３日から９月１６日までの間の金曜日開催分は１９：０

０から１６：３０まで、日曜日開催分は１３：００から１５：００までの時間帯で

全１２回の講座の開催を予定していましたが、受講申し込み者が少数であったため、

講師と協議し中止となりました。 

３番の「はじめて学ぶ油絵」は、定員２０名、受講者は８名で、オイルポットの 

小西勝先生を講師に、６月５日から９月２５日までの間の日曜日、１０：００から

１２：００までの時間帯の全１２回の講座で、現在開催中でございます。 

４番の「初歩から料理を学ぼう」は、定員１２名で、椿会の浅井千佐子先生を講

師に、６月１日から９月２６日までの間の水曜日、１０：００から１３：００まで

の時間帯で全１２回の講座の開催を予定しておりましたが、受講申込者が少数であ

ったため、講師と協議し中止となりました。 

５番の「陶芸入門」は、定員２０名、受講者は１０名で、柏陶会の松田智一先生

を講師に、６月２日から９月２１日までの間の日曜日、１８：３０から２１：００

までの時間帯の全１２回の講座で、現在開催中でございます。 

続きまして、後期講座についてご説明させていただきます。こちらにつきまして

は、番号１番、２番、３番、５番、７番につきましては広報かしわら９月号で受講

生を募集し、４番６番につきましては、新型コロナ感染症の第７波が急速に蔓延し

ている現状を踏まえ、当初広報かしわら９月号での受講生の募集を予定していたと

ころを、広報かしわら１０月号での受講生の募集として、１１月から令和５年２月

までの間の４ヵ月間で毎月３回程度開催し、前期講座と同じく全１２回の講座を７

講座、開催する予定となっております。 

１番の「水彩画入門」は、定員２０名で、オイルポットの小西勝先生を講師に、

１１月６日から令和５年２月１９日まで間の日曜日、１０：００から 

１２：００までの時間帯で、全１２回の開催予定となっております。 

２番の「楽しいかご作りに挑戦」は、定員２０名で、籐の会の中西昌子先生を講

師に、１１月１日から令和５年２月２１日まで間の火曜日、１３：３０から 

１５：３０までの時間帯で全１２回の開催予定となっております。 

３番の「はじめてのペン習字」は、定員１５名で、柏和ペンの藤村素美先生を講

師に、１１月１日から令和５年２月２８日まで間の火曜日、９：００から 

１２：００までの時間帯で、全１２回の開催予定となっております。 

４番の「初歩からのフラダンス」は、定員２０名で、レイ・アロハ・フラハラウ

の田中千恵先生を講師に、１１月１０日から令和５年２月２８日まで間の火曜日、

９：００から１２：００までの時間帯で全１２回開催予定となっております。 

５番の屋外での講義もあります「俳句入門」は、定員１５名で青ぶどう俳句会の 

藤本公子先生を講師に、１１月２日から令和５年２月１５日まで間の水曜日、 

９：３０から１２：００までの時間帯で、全１２回開催予定となっております。 
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６番の「初歩から茶道を楽しもう」は、定員１２名で、一期会の乾宗恵先生を講

師に、１１月２２日から令和５年３月１４日まで間の火曜日、１０：００から１２：

００までの時間帯で全１２回の開催予定となっております。 

７番の「楽しい染め講座」は、定員２０名で、染色工芸同好会の松永京子先生を

講師に、１１月１０日から令和５年１月２６日まで間の木曜日、１３：３０から１

５：３０までの時間帯で全９回の開催予定となっております。 

続きまして、資料の７ページをご覧ください。公民館教養・基礎講座でございま

すが、まず、教養講座からご説明いたします。教養講座は、年間５講座の開催予定

で、大阪教育大学など近隣の大学の先生を講師にお迎えし、歴史や文化などについ

て、教えていただく全５回の講座でございます。 

１番の「シルクロードの魅力を学ぶ」は、定員３０名、受講者は２０名で、講師

は、大阪教育大学名誉教授の山田勝久先生にお願いし、６月１４日から９月１７日

までの間の土曜日、１０：３０から１２：００までの時間帯の全１０回の講座で、

現在開催中でございます。 

２番の「歌謡文学の世界Ⅰ」は、定員３０名、受講者は２１名で、大阪教育大 

教授の小野恭靖先生に講師をお願いし、６月２３日から７月２１日までの間の木曜

日、１０：００から１１：３０までの時間帯の全５回の講座で、国分合同会館で開

催いたしました。 

３番の「ポジティブ心理学」は定員３０名、受講者は１４名で、講師は、関西福

祉科学大学教授の島井哲志先生にお願いし、７月１１日から８月２２日までの間の

月曜日、１０：００から１１：３０までの時間帯の全５回の講座で、現在開催中で

ございます。 

４番の「柏原近辺の中世城郭」は定員３０名、申込者が１３名で、講師は、近畿

大学准教授の新谷和之先生にお願いし、８月２６日から９月２３日までの間の金曜

日、１０：００から１１：３０までの時間帯の全５回の講座で、申込は締め切り、

間もなく開催する予定でございます。 

５番の「源氏物語」は定員３０名で、講師は、大阪教育大学非常勤講師の藪葉子 

先生にお願いし、令和５年２月９日から３月１６日までの間の水曜日、１３：００

から１４：３０までの時間帯の全５回の講座で、広報かしわら１月号で受講者の募

集を行う予定でございます。 

続きまして、外国語講座でございますが、３講座、全１０回の開催予定となって

おります。 

１番の「英会話入門」は、定員３０名、受講者は１７名、大阪教育大学特任講師

のプール・ジャスティン先生に講師をお願いし、６月３日から９月２日の間の金曜

日、１５：３０から１７：３０までの時間帯の全１０回の講座で、現在開催中でご

ざいます。 

２番の「中国語入門」は、定員１５名、受講者は７名、大阪教育大学准教授中野 

知洋先生に講師をお願いし、６月３日から８月１９日の間の金曜日、１８：００か

ら２０：００までの時間帯の全１０回の講座で、現在開催中でございます。 
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３番の「ドイツ語入門」は、定員１５名、大阪教育大学教授赤木登代先生に講師

をお願いし、１１月４日から令和５年１月１３日の間の金曜日、１８：３０から 

２０：３０までの時間帯の全１０回の講座で、広報かしわら１０月号で受講者の募

集を行う予定でございます。 

短期基礎講座ですが、これらは１回から全１０回の短期講座となっておりまして、

趣味や実用的な内容を学ぶ講座です。 

１番の「はじめて学ぶ大人のぬり絵」は、定員１５名、受講者は１２名で、杉井

江利亜先生に講師をお願いし、５月１０日から９月２７日までの間の火曜日、 

１３：３０から１５：３０までの時間帯の全６回の講座で、現在開催中でございま

す。 

２番の「書道入門」は、定員１５名、受講者は７名で、久保田心耀先生に講師を

お願いし、５月１２日から９月２９日までの間の木曜日、１３：００から１４： 

３０までの時間帯の全１０回の講座で、現在開催中でございます。 

３番の「はじめてのアクリル水彩画」は定員２０名で、森山陽介先生に講師をお

願いし、６月４日から９月１０日までの間の土曜日、１０：００から１２：００ま

での時間帯で全１０回の講座を予定しておりましたが、講師の都合により中止とな

りました。 

４番の「初歩から楽しむ生け花」は定員１５名、福田千代甫先生に講師をお願い

し、６月１４日から９月２７日までの間の火曜日、１４：００から１６：００まで

の時間帯で全１０回の講座を予定しておりましたが、受講申込者が少数であったこ

とから講師と協議し中止となりました。 

５番の「一日で分かる♪ゆかたの着付け」は、定員１２名、奥田佐知子先生に講

師をお願いしまして、７月１６日の土曜日、１７日の日曜日、１３：３０から１６：

００までの時間帯の各１回の講座を予定しておりましたが、１６日開催分は受講申

込者少数により講師と協議し中止となり、人数調整により１７日開催分は９名とな

りましたので実施いたしました。 

６番の「季節を感じて楽しい和菓子」は、定員１２名で 田中公美子先生に講師

をお願いし、１１月１７日から令和５年３月２日までの間の木曜日、１３：３０か

ら１５：３０までの時間帯の全１０回の講座で、広報かしわら１０月号で受講生を

募集する予定でございます。 

７番の「絵画教室 肖像画・似顔絵を描こう！」は、定員１５名で森澤真陽先生

に講師をお願いし、１１月７日から令和５年２月２０日までの間の月曜日、１３：

３０から１５：３０までの時間帯の全１０回の講座で、広報かしわら１０月号で受

講生を募集する予定でございます。 

８番の「たのしい着物の着付け」は、定員１２名で奥田佐知子先生に講師をお願

いし、１１月１２日から令和５年３月２５日までの間の土曜日、１４：００から 

１６：３０までの時間帯の全１０回の講座で、広報かしわら１０月号で受講生を募

集する予定でございます。 

９番から１４番までは、開催場所が堅下合同会館で、定員は各１２名、講師は山
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本広幸先生にお願いしまして 

９番の「ワード入門」は定員１２名で、１１月９日の水曜日から１１月１２日の

土曜日までの連続４日間、９：３０から１２：３０までの時間帯の全４回の講座で、

広報かしわら１０月号で受講生を募集する予定でございます。 

１０番の「エクセル入門」は定員１２名で、１１月１０日の水曜日から１１月１

３日の土曜日までの連続４日間、１３：３０から１６：３０までの時間帯の全４回

の講座で、広報かしわら１０月号で受講生を募集する予定でございます。 

１１番の「ワード中級」は、定員１２名で、１２月７日の水曜日から１２月１０

日の土曜日までの連続４日間、９：３０から１２：３０までの時間帯の全４回の講

座で、広報かしわら１１月号で受講生を募集する予定でございます。 

１２番の「エクセル中級」は、定員１２名で、１２月７日の水曜日から１２月１

０日の土曜日までの連続４日間、１３：３０から１６：３０までの時間帯の全４回

の講座で、広報かしわら１１月号で受講生を募集する予定でございます。 

１３番の「初歩から楽しむスマートフォン」iPhone でございますが、定員１２

名で、２月１日の水曜日から２月４日の土曜日までの連続４日間、９：３０から 

１２：３０までの時間帯の全４回の講座で、広報かしわら１月号で受講生を募集す

る予定でございます。 

１４番の「初歩から楽しむスマートフォン」android でございますが、定員１２

名で、２月１日水曜日から２月４日土曜日までの連続４日間、１３：３０から 

１６：３０までの時間帯の全４回の講座で、広報かしわら１月号で受講生を募集す

る予定でございます。 

以上が令和４年度の現在実施している講座と今後実施予定の講座でございます。 

お手元に令和４年の前期講座用に作成しましたリーフレット、チラシを資料として

お届けしておりますのでご覧ください。 

以上で、公民館講座開催についての説明を終わらせていただきます。ご審議の程

よろしくお願いいたします。 

 

議長 それでは、ただいま説明がありました公民館講座開催について、質問があれば

お願い致します。 

 

委員 講師の方には年齢制限はないのですか？ 私は年齢に達した時に言われました。 

 

事務局 年齢制限はございますけれども、受講される市民の方の要望に応じて、若干

年齢を超えられていてもお願いするケースがございます。年齢制限は７５歳でござ

います。 

 

委員 講師の年齢制限を引き上げるよう検討していただきたい。８５歳でも活躍して

いる方は大勢いらっしゃいます。考えて頂けませんか。 
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事務局 承知しました、検討させて頂きます。 

 

委員 皆さんも今までの経験を生かして頂いて、学びたいと思う人に教えて頂きたい

と思います。 

 

委員 全部ご説明頂いたのですが開催時間とか次回からは省い頂いても良いと思い

ます。目標とか前回の講座は人気だったから今回もするとか、折角の審議会なので

そういう意見交換が大事だと思います。３年度はこれをしました、４年度はこれを

しました、人数を把握しないと比較出来ないので、そしたら中止になっているケー

ス、前回３年度は中止でまた今回４年度も中止になっていますが、それはご意見が

有ったからもう一回入れたのかそう言う事が知りたかった。そういう分析、それは

前回や前々回も審議会に申し上げた事があるかと思いますが、委員の皆さんに市民

の方々がどんな事を学びたいのか、例えば今ワード、エクセル、スマホの事とか、

すごく人気があるのでこれを今まで通りにするのではなくて、回数を２回にするな

ど、皆さんが受けやすいように日程を分けてするとか、同じようなことではなく進

化していって頂きたいと思います。分析の方も出来たらよろしくお願いします。 

 

事務局 承知しました。 

 

委員 講座名が変わってきています。例えば「初歩から英会話を楽しもう」、「英会話

入門」など名前が変わっていますが、行っておられる内容も変わっているのでしょ

うか。内容もできる人に合わせ難しくなっているのでしょうか？   

 

事務局 基本的には、前回受けられた方が次の回もまた申し込みされるケースもあり

ますので、まったく同じ内容の講義ではございません。少しずつ変わっております。

初めて受けられる方もおいでになられますので、基本的なところ、発展させるとこ

ろ、そこは講師の先生が上手く組み合わせてして頂いております。 

 

委員 講座名をもっとわかりやすくして欲しい。受講者が迷ってしまいます。その辺

も分かりやすく改善していって欲しい。 

 

事務局 承知しました。 

 

議長 続きまして、③令和４年度の柏原市民文化祭について、事務局より説明をお 

願いします。 

 

事務局 ご説明申し上げます。配布させて頂いております広報の付箋を貼っており 

ますページをお開き下さい。 
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令和４年度第３３回市民文化祭につきましては、出展作品制作や演目の練習の

ため一定期間が必要でありますことから、お手元の内容を広報８月号に掲載し、

募集を開始する予定でございました。 

この広報記事の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況が

非常に落ち着いた状況であり、また広報記事の原稿締め切りの関係もあり、また

新型コロナウイルス感染症の感染状況が非常に落ち着いた状況にありました６月

中旬に作成したものでございます。 

しかしながら、７月上旬より急速にかつ、また爆発的に新型コロナウイルス感

染症の感染者が発生する事態となっており、７月１１日には大阪モデルの黄色信

号が点灯し、また今後も感染者は増加していくとの見方が出ていましたことか

ら、市民文化祭の開催内容につきまして、教育委員会並びに文化連盟（三役会）

様と協議を行い、再検討しておりましたところ、７月２８日には、大阪モデルの

赤色信号が点灯し、高齢者に対する不要不急の外出の自粛並びに同居家族などに

つきましても感染リスクの高い行動を控えるなどの強い要請が出されました。 

つきましては、残念なことではありますが、昨年度に続き、令和４年度も市民

文化祭については全面的に中止をいたしたいと考えております。 

本審議会にて中止につきましてご承認いただけましたら、ホームページにて周知

を図るとともに、広報記事をご覧になられて応募されてこられた方々につきまし

ては、丁寧にご説明申しあげてまいりたいと考えております。 

なお開催内容の再検討を図る際に、近隣市の状況を調べましたら、すべての市

で中止ならびに実施の件につきましては検討中との返事でございましたが、八尾

市につきましては全面的に中止するという事を決められております。私からの説

明は以上です。 

 

議長 それでは、ただいま説明がありました令和４年度柏原市民文化祭について、委 

員の方で質問があればお願い致します。 

 

委員 全面中止ですか？ 

 

事務局 はい全面中止でございます。 

９月号の広報にてお詫びと中止についてご連絡を差し上げたいと思っております。 

 

《 委員の方々から異議なしの声あり 》 

 

事務局 ありがとうございます。 

 

議長 では、案件（２）その他に入ります。 

事務局のほうで何かありますか。 

  無いようですので、委員の方から何かあればお願い致します。ほかに何かござい
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ませんか。 

 

議長 無いようですので、以上ですべての議事が終わりました。 

  それでは、これで令和４年度第１回公民館運営審議会の案件の審議を終わらせて

頂き、議長の職を解かせて頂きます。 

  どうもありがとうございました。  

 

司会者 杉野会長には、長時間に渡りありがとうございました。 

それでは、閉会にあたりまして、柏原市公民館運営審議会 副会長の辻野様より 

ご挨拶を頂戴いたします。 

 

《 辻野副会長 挨拶 》 

 

司会者 これをもちまして、本日の公民館運営審議会を終わらせて頂きます。 

皆様どうもありがとうございました 

 

 


